
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を

ここに公布する。 
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 (教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等) 

第三条 幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)の設置者(都道府県を除

く。)は、その設置する施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知

事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係

る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に

基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合そ

の他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県の教

育委員会。以下同じ。)の認定を受けることができる。 

 

２ 幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一

体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等(以下「幼保連携

施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する幼保連携施設

が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることがで

きる。 

一 次のいずれかに該当する施設であること。 

イ 当該幼保連携施設を構成する保育所等において、満三歳以上の子どもに対

し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、か

つ、当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊

密な連携協力体制が確保されていること。 

ロ 当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当

該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う

こと。 



二 子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域における教育及

び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認めら

れるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。 

三 文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関

する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県が設置する施設のうち、第一項各号又は前

項各号に掲げる要件に適合していると認めるものについては、これを公示す

るものとする。 

(平一九法九六・一部改正) 

(認定の申請) 

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項各

号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府

県知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 施設の名称及び所在地 

三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼

児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとす

る。) 

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼

児以外の子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分す

るものとする。) 

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項 

２ 前条第二項の認定に係る前項の申請については、幼保連携施設を構成する

幼稚園の設置者と保育所等の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同

して行わなければならない。 


